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止 経済論叢 〔京都大学)第160巻 第5・6号,1997年11・12月

ケ イ.ンズ とポ ン ド残 高(2)

岩 本 武 和

Wケ インズによるポン ド残高の処理案

ケ イ ンズ は,ボ ン.ド残 高 の処 理 を 中心 とす る 「第 三段 階 」 の 課題 につ い て,

「第 二 段 階 」 の対 米 交 渉 が 開始 され た第 二 次 ケベ ック会 談 の 半年 以上 も前 か ら,

多 くの 覚 書 を通 じて考 察 を始 め て いた 。 こ こで は,ω に お い て,1944年 前 半 に

書 か れ た 二 つ の 覚書,す なわ ち,1月11日 付 けの 「対 日戦後 の過 渡期 に お け る

対 外 金 融 に 関す る覚 書 」 .(cw,24,nn.1-18)と,6月12日 付 け の 「過 渡 期 に

お け るわ が 国 の対 外 金 融 の 問題 」(ibid.,PP.34-65)を 取 り上 げ,㈹ で は,プ

レ トン ・ウ ッズ会 議 を は さ んで お よそ1年 後 の1945年5月 に書 か れ た 「第 三段

階 に お け る海 外 金 融 政 策 」(漉4,PP.256-95)に 見 られ る三 つ の 選 択肢 を検 討

し,㈹ に お い て,こ れ れ らの 一 連 の ケ イ ン.ズ提 案 に対 す るイ ング ラ ン ド銀 行 お

よ び 大 蔵省 の否 定 的 な見 解,及 び こ う した批 判 をふ ま え て英 米 金 融 交 渉が 開始

さ れ る 直前 に執 筆 され た二 つ の覚 書,す な わ ち,1945年7月20日 付 け の 「イ ギ

リス の 現在 の対 外 金 融 ポ ジ シ ョ ン」(伽4,PP.377-98>と,8月13日 付 け の

「わ が 国 の 対 外 金 融 見 通 し」(め 磁,pp.398-411)に お い て 施 さ れ た 若 干 の修

正 点.に言 及 す る。 これ ら五つ の覚 書 の うち,ポ ン ド残 高 の処 理 に関 す るケ イ ン

ズ の ス タ ン.スが 最 も鮮 明 に現 れ て い る め は,「 第 三段 階 に お け る海 外 金 融 政 策 」

に見 られ る三 つ の 選択 肢 で あ る。

ω ボ ン ド残高の処理 とアメ リカか らの援助

1944年 ユ月 の 第 一 の覚 書 は,ケ イ ンズが,第 ≡段 階 の 問題 につ い て そ の後2.
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.年 間 に 渡 っ て精 力 的 に一 連 の覚 書 を執 筆 す る よ うに な っ た最 初 の もの で あ る%

この 覚 書 は,ブ レ トン ・ウ ッズ会 議 出 席 の た め 渡 米 直前 に書 か れ た第 二 の 覚 書

へ と発 展 した 。 この二 つ の覚 書 につ い て,こ こで は,① 戦 後 過 渡 期 に お け る イ

ギ リ.ス本 国 お よ び ス ター リ ング地 域 の 国 際 収 支 赤 字 の見 積 も り,② 過 渡 期 にお

け るス ター リ ング地 域 との取 決 め の見 直 し,③ そ の た め に不 可 欠 とされ る ア メ

リカの 対 英 援助,と い う3つ の核 心 部 分 を検 討 して お こ う。

① まず1月 の 覚書 で は,戦 後2年 間 の イ ギ リ スの 国 際収 支 赤 字 につ い て,イ

ギ リス 本 国 の 赤 字(5億 ～7億 ポ ン ド)及 び.スター リ ン グ地 域 の赤 字(2億 一

3億 ポ ン ド)を 合 計 して10億 ポ ン ドに達 す る とい う悲 観 的 な 見 通 し を行 った

(fろゴ鼠,P.3,P.7)2♪D

第 二 次 大 戦 中,.ス ター リ ング地 域 は大 幅 な 黒字 を計 上 した。 「国 際勘 定 の上

で は,戦 争 に よ って わ が 国 は貧 し くな り,ス タ ー リ ン グ地域 は 豊 か に な っ た。

この よ う に異 な った 状況 ドで は,こ れ まで.のよ う に協 力 して 一 緒 にや って い く

こ とは 困 難 だ ろ う」 価 磁,p.6)。 問 題 は次 の 条 件 が 満 た さ れ るか ど うか で あ

る。.「わ が 国 が こ う した取 り決 め を続 け る こ とに よ って利 益 を え るか ど うか は,

他 の ス タ「 リ ング地 域 が 黒 字 を計.ヒ し続 け る こ とが で き るか ど うか に か か って

い る」(齢 認,p.6)。 しか し,戦 後 に予 想 さ れ る こ とは,そ れ まで 制 限 され て

い た 海 運 や 物 資 の 供 給 が 解 放 さ れ,ま た これ ら の地 域 が,ス ター リン グ地 域 よ

り も,ド ル地 域 な どか らの 物 資 の 購 入 を増 加 させ,そ の結 果 ス タ ー リ ン グ地域

は,例 えば2億 一3億 ポ ン ドの 赤 字 を計 上 す る こ とで あ る。 ス タ ー リ ン グ地域

の対 外 赤 字 を フ ァイ ナ ンス す るた め に,ロ ン ドンの ポ ン ド残 高 は取 り崩 さ れ,

そ れ に よ って 戦 後 イ ギ リ ス は過 剰 な負 担 を 強 い られ る こ と に な ろ う(ガ6鼠,p.

7)。 とい うの も 「一 般 に は 理 解 さ れ て い な い こ とだ が,戦 前 ス タ ー リ ン グ地 域

1)Moggridge〔1992〕p.76Q.

2)6月 の覚書では,戦 後最初の3年 間における累積赤字について,さ らに悲観的な見通しを行っ

ている.す なわち,貿 易外赤字が2億5000万 ポンドー5億 ポンド,さ らにポンド残高(1944年3

月時点で26WOOO万 ポンドに達し,1944年 末には30億ポン ドを越えると見込まれている)の 返済

額が5億 ボンドー7億5000万 ポンドに達 し,総 額でユ5億ポンドー一220.5000万ボンドの対外赤字が

見込まれている(CW24,pp.35-4.D。

.".」遮.重.旨..
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の ポ ン ド残 高 を域 外 へ の支 払 に利 用 す る こ とは停 止 さ れ て い なか った 」(痂4,

p.45)か ら で あ る。 だ か ら,「 現 存 の ス ター リ ン グ地 域 は わ が 国 の生 活 に資 す

る もの で あ る とい う考 え は,こ ん に ちわ が 国 を侵 して い る最 も危 険 な盲 信 の一

つ で あ る。 … … ス ター リ ング地 域 との 完 全 な プー ル 制 は,資 産 項 目 で あ る こ と

は止 め,圧 倒 的 な負 債 項 目 とな る。 わ が 国 の た め の み な らず,ス タ ー リ ング地

域 の他 の加 盟 国 の ため に も ドル を支 払 う こ とが わ が 国 の義 務 とな る ので あ る」

(かうガ4,PP.44-5)o

② した が って,「 戦 後 過 渡 期 に は,新.し い 状 況 に適 合 す る よ うに 見直 さ れ た

修 正 ス ター リ ング ・シ.ステ ムを 維持 す る こ とが,不 可 避 的 な義 務 に耐 え う る最

も容 易 で,最 も推 賞 され るべ き,そ して最 も混 乱 の少 な い 方法 で あ る」(∫5認,

p.8)。 そ して,「 わ が 国 は,事 実 上 ス ター リ ング地 域 を,一 部 の人 が す で に そ

うな って い る と信 じて い る よ うな,閉 鎖 シ ス テ ム に変 え るべ きで あ り,そ れ が

わ が 国 の 事 態 を乗 り切 る た め に不 可 欠 の 条 件 で あ る」(ゴ6畝,p.45)。

、具 体 的 に は,戦 後 過 渡期 の ス タ ー リン グ地 域 との取 決 め を次 の よ うに提 言 し

て い る(ibid.,PP.14-5)。 第 一 に,ス ター リ ン グ地 域加 盟 国 は,こ れ まで 通 り,

金 お よ び ドル のハ ー ド ・カ レン シー の 受 取 りを ロ ン ドンに プ ー ルす る。 第 二 に,

や は りこ れ まで 通 り,加 盟 国 の ポ ン ド残 高 は ス ター リ ング地 域 内で は 自 由 に振

替 可 能で あ る。 第 三 に,戦 後 の 過 渡期 が 開始 され てか ら,経 常 取 引 の 結 果 稼得

され た もので あ る な らば,ハ ー ド ・カ レ ンシ ー を プ ー ルか ら取 り崩 す権 利 を持

つ 。 しか し第 四 に,戦 時 中 に蓄 積 され た 旧 ポ ン ド残 高 につ い て は ,為 替 管 理 当

局 が ス ター リ ン グ地域 外 の特 定 通 貨 を割 当 て る裁量 権 に委 ね られ る。 す なわ ち,

「総 赤 字 につ い て の上 述 の見 積 も りを好 転 させ る効 果 を持 つ 最 も簡 単な方 法 は,

過 渡 期 に お い て 異 常 ポ ン ド残 高 の 支 払 を 制 限 す る こ とで あ る」(伽4,.PP.

41-2)。 そ して,こ の期 間 に戦 時 異 常 残 高 は 金利 ゼ ロの 長 期 債 に借 り換 え られ

た 上 で,例 え ば40年 間 に 渡 っ て返 済 され る もの とす る こ と を提 唱 した(ゴ5誠,

PP.47一 呂)o

この よ うな 修 正 され た ス ター リ ング 地 域 との 取 決 め を結 ぶ こ とで ,「 一見 し
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て 明 白 な こ とは,こ う した 条 件 で 加盟 国 と して と どま る こ とは,ス ター リ ン グ

地域 の加 盟 国 に とっ て有'利な こ とだ ろ う,と い う こ とで あ る。 加 盟国 が 経常 取

引 の結 果稼 得 した ハ ー ド ・カ レ ン シー の全 て は 自由 に交 換 で きる。 加 盟 国 の 戦

時 異常 残 高 の割 当 も解 除 され る。 も し も加 盟 国 の地 位 か ら離 脱 す れ ば,新 旧 の

ポ ン ド残 高 は,ス ター リ ン グ地 域 内 で しか 利 用 で きな い し,(加 盟 国 と して と

どま る こ とに よ っ てで き る よ う な)域 外 通 貨 を取 得 す る た め に ス ター リ ング地

域 の 一 部 を利 用 す る権 利 も与 え られ ない で あ ろ う」(ibid,p.15)。

③ こ う した新 た な取 り決 砂 を実 現 させ るた め に不 可欠 な の は,ア メ リカか ら

の 援 助 で あ る。 ケ.インズ は,過 渡 期 に予 想 され る対 外 赤 字 の 半分 に相 当す る5

億 ボ ン ド(2⑪ 億 ドル)規 模 の援 助 を 求 め て い る 。援 助 形 態 は,無 利 子 で 年 々

1000万 ポ ン ドず つ 返 済 の50年 返.済で あ る(ibid.,p.16)。 さ ら に6月 の 覚 書 で'

は,総 額5-7億 ポ ン ド(20-30億 ドル)の 無 利 子 援 助 に増 額 さ れ て い る

(ibid.,P.61)。

そ の 上 で ア メ リ カか らの 条件 を飲 む べ きで あ る と して 次 の よ うに述 べ て い る。.

「わ が 国 が 予 期 す べ き こ とは,ア メ リカが こ の援 助 に次 の よ うな 条件 を付 け る

こ とで あ る。 す な わ ち,〔 第.一に〕 過 渡 期 に お い て ス ター リ ング地 域 の加 盟 国

が 経 常 的 な購 買 に必 要 な ドル要 求 に関 して は 割 当 を行 うべ きで は ない こ と,

〔築 上 に〕 わ が 国 自 ら もア メ リ カの 輸 出 に対 して差 別 的 な 輸 入規 制 を適 応 して

は な らな い こ とで あ る。 これ らの 条 件 は至 極 当 然 の もの で あ る」(ibid,p.17,

〔 〕 内 は引 用 者)。 逆 に,一 部 の サ ー クルで 議 論 され て い る よ う な第7条 の履

行 に反 対 し,ア メ リカの 対 英 援 助 を受 け取 らな い とい う 「厳 しい 代 替 案 」 につ

い て,ケ イ ンズ は,も しもそ う した代 替案 を受 け入 れ た 場.合,対 外 赤 字 の 補 填

は,「 一 部 は わが 国 の 物 的 ス トック の引 き出す か,貨 幣 準 備 を利 用 す る こ と に

よ って,一 部 は ス ター リ ング地 域 に属 す る封 鎖 ポ ン ド残 高 の一 層 の蓄 積 に よ っ

て か,支 払 い 取 決 め の も.とで 行 う」 以 外 に 方 法 は な い と して 一 蹴 して い る

(ibid.,P.18)。
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㈲ 三つの選択肢

ブ レ トン ・ウ ッズ 会議 か ら帰 国 して か らす ぐ,第 二段 階 の交 渉 の た め再 度 渡

米 し,そ の 年 の残 りの ほ とん ど を ア メ リカで 過 ご した ケ イ ン ズが,第 三段 階 の

考 察 を 再 開 す る の は,先 の二 つ の覚 書 を執 筆 した お よそ1年 後 の1945年5月 の

第 三 の 覚 書 に お い て で あ る3}。 こ こで,ケ イ ンズ は,対 米 交 渉 に臨 む に あ た っ

て の 三 つ の 選 択 肢 を,「 飢 餓 の 窮 地 」(StarvationComer),「 誘 惑 」(Temp・.

tation),「 公 正」(Justice)と い う独 特 の レ ト リ ック で 表 現 し た(ibid,pp.

276-9)4}。 「飢 餓 の 窮 地 」 と 「誘惑 」 は と もに イ ギ リ ス人 が 志 向 す る両 極 端 の考

え方 を象 徴 し,「 公 正」 は ケ イ.ンズ 自身 が 志 向 す る第 三 の選 択 肢 で あ る。

① まず,「 飢 餓 の窮 地 」 と名付 け られ た 一 方 の極 にあ る選 択 肢 は.第 三段 階

に何 ら追加 的 な金 融 上 の支 援 を 求 め ず,「 アメ リ カか ら の完 全 な 金融 的独 立 」

な い しは 「経 済 的孤 立 政 策 」(淑`,p.271)を 選 択 す る こ とで あ る。 しか し,

こ う した政 策 を可 能 にす るた め に 必 要 な こ とは,回 まず 戦後 例 え ば3年 か ら5

年 の 間 は 今 以 上 に厳 しい 戦 時 配 給 制 や 戦 時 統 制 を 維 持 し,㈲ さ ら に 「ロ シ ア

型 」 の計 画 経 済 と輸 出 入 の統 制 を導 入 し,(c)そ の 上 植民 地 の発 展 や極 東 の再 建

の 半 永 久 的 な 断念 と,海 外 活動 の 事 実Lの 放 棄 で あ る(ibid,p.271)。 こ う し

た 「ロ シ ア型 」 の統 制 経 済 を採 用 す れ ば,「 半 世 代 後 に は健 全 な 姿 を取 り戻 せ

.るか もしれ な い」 が,孤 立 主 義 を採 用 す る には 「ロ シ ア型 以外 に わ が 国 の 要求

を満 た す こ とは で きな い ので あ る」(ibid,PP.275-6)。

② 次 に,「 誘 惑 」 と名 付 け られ た他 方 の 極 に あ る 選択 肢 は,第 三 段 階 に ア メ

リカ よ り50億 ドルか ら80億 ドル(12億5000万 ポ ン ドか ら20億 ポ ン ド)と い う巨

額 の 融資 を受 け る計 画 で あ る 価 鼠,p.276)。 た だ し,こ の 巨額 の融 資 を 受 け

る た め に は,(a)金 利 は2,5%よ り高 くは な い が,お そ ら く2%程 度,(b玩 本 は

10年 後か ら30年 間 に渡 って 返 済,(c〕経 常 取 引 で 稼 得 され た ポ ン ド残 高 の ス ター

3)こ の覚 書 は、 同 年3月18日 付 け の初 編 が まず 大蔵 省 で 検 討 され,改 定 さ れ た もの が さ らに省 庁

間 の議 論 に付 さ れ,も う一 度 改 定 さ れ た上 で 最 終 的 に5月15日 に 戦 時 内 閣 に 配 布 され た 〔cw

24,P.256)撃

4)Pressnell〔1986〕w、236-42,Moggrjdge〔1992〕PP.784-7も 参 照.
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リ ング地 域 内 で の多 角 的 決 済,(d)戦 前 に累 積 され た 異 常 戦 時 残 高 につ い て も恐

ら く同様 の 扱 い,(・)ア メ リ カの意 図 に沿 った形 で の第7条 の履 行,〔f)武 器貸 与

の決 済,と い った ア メ リ カ側 の 条件 を飲 まね ば な ら ない(∫ う認,p.276-7.〉 。.

しか し,ケ イ ンズ は こ う した 選択 肢 に対 して次 の よ う な異議 を 唱 え る。 まず,

こ う した 措 置は,ス ター リ ン グ地 域 お よ び他 の 地 域 に対 す る債 務 を ア メ リ カに

対 す る債 務 に換 え る こ と,.す なわ ち ポ ン ド残 高 を ドル残 高 に換 え る こ とを意 味

す る(西4,p,277)%し か も,80億 ドル の借 款 に対 してか りに 年 率2.5%の 金

利 を適 用 す れ ば,利 払 い だけ で 年 々2億 ドル,さ ら に過 渡期 を過 ぎれ ば元 本 の

返 済 が 年 々3.億 ドル必 要 とな り,年 々の 返 済 額 は5億 ドル に達 す る。 これ に加

え て,ス タ ー リ ング地 域 の ポ ン ド残 高 が120億 ドル(30億 ポ ン ド)も 残 って い

の で,こ う した 過大 な債 務 返 済 負 担 に は耐 え られ な い(め 混,p.278)。

③ そ こで,「 公 平 」 と名付 け られ た 第三 の選 択 肢 こそ,「 公 正 とい う点 か らみ

れ ば 全 く不 釣 り合 い な戦 後 に お け る金融.ヒの負 担 」 を受 け入 れ ざ る を え ない イ

ギ リス が,ア メ リカ に対 して,大 統 領 も しば しば 自 ら口 にす る 「犠 牲 の 平 等 」

(equalityofsacrifice)と い う原 則 を もっ て交 渉 に 当 た る こ との で き る,最 も

現 実 的 な選 択 肢 で あ る(fう 鉱,p.280)。

第一 に,お よ そ30億 ボ ン ドと見込 まれ る ス ター リ ング地 域 が 保 有 す るポ ン ド

残 高 の処 理 につ いて,以 下 の 三 つ の カテ ゴ リー に分 類 す る。 す なわ ち,㈲ 経 常

取 引 の 日的 に限 定 され た 上 で,封 鎖 が解 除 され 自由 な交 換 性 が 回 復 され る額 が

7.5億 ポ ン ド,(b)借 り換 え が 行 わ れ る部 分 が15億 ポ ン ド(金 利 は1%で1年 目

か ら支 払 い,元 本 は5年 後 か ら2.%ず つ イ ギ リス製 品 の 購 入 とい う形 態 で 返 済,

こ の結 果 借 り換 え 費 用 は,1年 目か ら は1500万 ポ ン ド,5年 後 か らは さ ら に

3000万 ポ ン ドが 追 加 され る),〔c償 却 さ れ棒 引 きさ れ る もの が8.8億 ポ ン ド(イ

ギ リス大 蔵 省 証 券 を 当該 国大 蔵 省 証 券 に換 え る こ と に よ って 当 該 国 に と って は.

保 証 準 備発 行 の創 出 と同 じ効 果 を持 つ)で あ る。 関 係 国 は これ らの 処 理 の うち

ど れ か を 選 ぶ 権 利 を 持 つ が,そ の オ プ シ ョ ン を拒 否 した 場 合 に は,金 利 は

5)Mo舘hdge〔1992〕P.735.
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0.5%,元 本 は5年 後 か ら1%ず つ.イ ギ リス製 品 の購 入 とい う形 で,全 て の ポ

ン ド残 高 を借 り換 え る(∫ 玩4,pp.284-8}p

第 二 に,.ア メ リ カ に対 して は,「 後 に共 通 の 戦 争 とな った も の め た め に,武

器貸 与 が 発 効 す る以 前 に イギ リス が ア メ リカか ら購 入 した お よそ30億 ドル 」 を,..

一種 の 「遡.及的武 器貸 与(retrospectivelendlease)」(ibid .,p.281)と して 考

え,こ れ を棚 上 げ す る 。 この ア メ リカ に対 す る30億 ドル(7.5億 ポ ン ド)と,

上述 の ス ター リ ング 地域 に対 す る8.8億 ポ ン ドの償 却 は,.「戦 費 に 対 す る 遡 及 的

な 貢 献 」(ゴう泓,p,288)と して,「 公 正 」 す な わ ち 「犠 牲 の平 等 」 とい う観 点

か ら正 当化 され よ う。 さ ら に,ア メ リ カに対 して,戦 後10年 間 に渡 って利 用 可

能 な50億 ドル の 追 加 融 資 を求 め る。 金 利 は1%で,返 済 条 件 は 戦 後10年 間 は

1%,10年 後 か らは2%と い う緩 や か な もの とす る。 カ ナ ダ に対 して も,ア メ

リカ の10分 の1に 当 た る5億 ドルの 融資 を求 め て い る(ibid,P.282,pp.298-9)。

この よ うに,す で に この 時 点で ケ イ ンズ は,英 米 金 融 協 定 の シナ リオー ア メ

リカか ら巨額 か つ 寛 大 な援 助 を受 け取 るか わ りに,武 器 貸 与 にお け る考慮 事 項,

同 じ く相 互 援 助 協 定 第7.条 に明記 さ れ て い る無 差 別 原 則 とい う厳 しい 要 求 を 受

;ナ入 れ る 一が 想 定 され て い た ので あ る。

暦 大蔵省お よび イングラ ン ド銀行の反応

19覗 年1月 の覚 書 以 降,イ ン グ ラ ン ド銀 行 は一 貫 して ケ イ ンズ の 提 案 に 反対

して きた6,。彼 らは,イ ギ リス が ス タ ー リ ング地 域 の加 盟 国 に対 して抱 え る 問

者 珊 別 ご とに異 な って い るた め,ケ イ ンズ の提 案 に見 られ る よ うな 包括 的 な

之.二葉で は な く,ケ ー ス ・バ イ ・ケ ー ス の ア プ ロ ー チ を望 ん だ 。

また 大蔵 省 で は,ケ イ ンズ の 「公 正」 案 を 「第 一案 」(Planj>と 呼 び,こ

二対 して,イ ー デ ィ(SirWilfridEady)が ク ラー ク(R.W,B.Clarke>の.

τを得 て,1945年6月25日 に 「第 二 案 」(Planj[)と 呼 ば れ る 代 替 案 を 準 備

一..こ の 「第二 案 」 は,ケ イ ンズ の言 う 「飢 餓 の 窮 地 」 と類 似 す る提 案 で,

如d呂 ヒ〔1992〕PP-761.2,p.765,p.79ユ,
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戦 後 経 済 に対 して ケ イ ンズ提 案 よ り悲 観 的 な見 通 しに立 った もの で あ った 。 そ

こで 想 定 され て い る対 米交 渉 の枠 組 み は,保 護 主 義 的 な もの で あ り,貿 易 上 の

差 別 待 遇 や 為 替 管 理 を 意 図 し,ス ター リ ング地 域 に は フ ラ ンス,オ ラ ン ダ,ベ

ル ギ ー まで 含 まれ て い たη。.

ケ イ ン ズは,こ の 「第二 案 」 に対 して 否 定 的 な コ メ ン トを イー デ ィ と ク ラー

ク に宛 て て送 っ た 。 「ア メ リカか らの金 融 援 助 が 得 ら れず,わ が 国 の 貿 易 収 支

が 依 然 と して 赤字 を続 けれ ば,ア メ リカか ら得 る こ との で きなか った もの を一

体 どの 国 か ら借 り入れ る こ とが 期 待 で き ょ うか 。現 存 す る ポ ン ド残 高 を 自 由 に

使用 で き る権 利 を剥 奪 され れ ば,ス ター リ ン グ ・グル ー プ と想 定 され てい る諸

国 の ほ とん どは,そ の黒 字 か らわ が 国 に貸 し出 しが 可 能 とな る,戦 後 の 全 般 的

な対 外 黒 字 を計 上 す る こ とが 期待 で きな くな るだ ろ う。 実 際,問 題 の 半 分 は,

.これ らの諸 国 もア メ リカ に対 して は 巨 額 の赤 字 を計 上 す るだ ろ う,と い う こ と

に あ る。 …… も し もわ が 国 が 全般 的 な貿 易 赤 字 を計 上 す る な ら,第 二 案 は うま

く機 能 しない だ ろ う。 も し もわが 国が 赤 字 とな らない な ら,い か な る案 で も う

ま く機 能 す るだ ろ う。私 が考 え る も う一 つ の困 難 は,ス ター リ ング ・グル ー プ

の加 盟国 と想 定 され て い る国 が,第 二 案 の条 件 で は,同 ク ラ ブの 加 盟 国 と して

の地位 を受 け入 れ る とは考 え られ ない こ とで あ る。 加 盟 す る こ とで 全 て を 失 い,

得 る もの は何 もな い の だ。 わ が 国 と同 様 に これ ら諸 国 は で き うる 限 りア メ リカ

との 貿 易 関係 を断つ こ とが 同案 の 一 部 とな ろ う』 これ らの 諸 国 が,稼 得 す る こ

との で きな い貨 幣 をわ が 国 に貸 し出 す た め に,ア メ リカ との貿 易 関係 を決 裂 す

る こ とに,一 体 どの よ うな動 機 が あ る とい うの だ ろ うか 」 価 認,p.366)。

こ う した検 討 を踏 ま えた 上 で,対 米 交 渉 直 前 の1945年 夏 に ケ イ ンズ は,さ ら

に二 つ の覚 書 を執 筆 し,そ れ まで の提 言 を 若 干修 正 して い る。 修 正 点 は以 下 の

三 つで あ る8〕。 第 一 は,ア メ リカへ 要 求 す る援 助 額 で あ る。 先 に遡 及 的 な 武 器

貸 与 と して 要 求 した30億 ドル は撤 回 さ れ,追 加 融 資50億 ドル と合 わ せ て計80億

7)Moggridge〔1992〕p.791,P■essncll〔1986〕PP.242-3.

8)MQggridgc〔1992)p.792,
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ドル の援 助 額 は,50億 ドル に減 額 され た 。援 助 条件 も無 償 援 助 が 望 ま しい が,.

「事 実 上 無 償 援 助 とみ なせ る も の で カ モ フ ラ ー ジ ュ さ れ た もの 」(ibid,p.

409)も 考 慮 に 入 れ た 。 こ う した変 化 は,イ ギ リスが よ り少 な い 額 で もや.って

い け る とい う確 信 と,ア メ リカか ら それ ほ ど多 くの 金額 を望 め な い とい う配 慮

を反 映 した もの で あ った。 第二 は,三 つ に ラ ンク付 け され た ポ ン ド残 高 の処 理

が,次 の よ う に変 更 され た。 す な わ ち,(の 封 鎖 が 解 除 さ れ る 額 は,7,5億 ポ ン

ドか ら2.5億 ポ ン ドへ と減 額,(b)か わ りに棚 上 げ され,る額 が,8,8億 ポ ン ドか ら

10億 ボ ン ドへ と増 額 され,〔c残 りの封 鎖 残.高につ い て は無利 子 で 返 済 さ れ る ≒

した 。 第三 は,交 換 性 に関 す る問題 で,ブ レ トン ・ウ ッズ会 議 後 お よそ1年 間

続 い たIMF協 定 第8条 の 解釈 をめ ぐ る論 争 が終 結 した こ とを受 け,ケ イ ン ズ

は公 的交 換 性 に限 定 す る解 釈 を断 念 しだ)。 、

こ う した ケ イ ンズ の五 つ の覚 書 は,1945年9月 か ら12月 にか けて の英 米 金 融

交 渉 に お け る イ ギ リス側 提 案 の 土 台 とな った 。 しか し,ケ イ ンズが 公 正 と呼 ん

だ 「第 ・案」.に対 して,イ ー デ ィの 「第 二 案 」 は撤 回 さ れ る こ とは な く,こ の

こ とが,後 の 議 論 を よ り複 雑 な もの と し たの で あ る。

V英 米金融交渉

〔D交 渉の舞台

英 米 金 融 交 渉 は,1945年9月11日 に 第一 回 の正 式 会 議 が 開始 され,12月6日

に協 定 が 調 印 され る まで3ヶ 月近 く続 い た1。〕。 イ ギIJス 側代 表 団 は,駐 米 イギ

リ ス大 使 の ハ リ フ ァ ッ ク ス卿 〔LordHa且ifax)が 団 長 で あ っ た が,事 実 車 の

トップ は ケ イ ンズで あ った1㌔ イ ギ リスで は,.7月5日 の 総 選挙 に よ って 労働

9)こ の論 争 に関 して,詳 し くはIwamotQ〔1997]を 参 照。

10)こ の3ケ 月 聞 の 交 渉 過 称 を ク 四 二 カ ル に 再 現 した もの と して,CW.24,ch.4,MQggridge

〔1992〕f,.30,Pressnell〔1986〕6.10を 参 照 。 英 米 金 融 交 渉 は,9月11日 に 第1回 の正 式 会 議

が 開か れ,最 高 委 員会 の ドに,多 くの専 門 委員 会 が組 織 され た翌12月 に イ ギ リス 大使 館 にお い て

マ スコ ミ会 見 が 行 わ れ,大 使 の 短 い 演 説 の 後,ケ.イ ンズ が声 明 を発 表 した(CW,24,pp.490-6)。

11)1945年8月27日 に,ケ イ ンズ は ロ ン ドンを 出 発 し,途 中 カ ナ ダ に立 ち寄 り,ワ シ ン トン に到 着

した の は9月7日 で あ った 。 ケ イ ン.ズに 同 行 した の は,キ ング ス ・カ レ ッジ にお け る ケ イ ン ズノ
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党 が 政 権 に 就 き,首 相 に は,チ ャ ー チ ル に か わ づ.て ア ト リー(Clement

Attlee),蔵 相 に は,ア ン ダー ソ ンに代 わ っ て ドー ル トン(HughDalton),外

相 に は,イ ー デ ンに代 わ っ て ベ ヴ ィ ン(LmestBevin),貿 易 相 に は,リ ッ ト

ル トン に代 わ って ク リ ップ ス(StaffordCripps>が,そ れ ぞ れ 就 任 した。 重 要

な こ と は,ケ イ ン.ズ渡米 後 ドー ル トン蔵 相 に勧 告 す る役 割 を,大 蔵 省 二 等 書 記

官 の イー デ ィが担 って い た こ とで あ る。 前 章 で 述 べ た よ うに,イ ー デ ィは こ と

のほ か 第7条 に反感 を持 って い る人 物 で あ り,対 米債 務 の返 済負 担 を非 常 に恐

れ て いた 人物 で あ ったu7。 金 融 交 渉 の 問,ケ イ ン ズ は ア メ リカ政 府 以 上 に本 国

政 府 と交 渉 せ ね ば な らなか ったが,そ の 主 要 な論敵 は イー デ ィで あ った。 逆 に,

本 国 政 府 にあ って ケ イ ンズ に協 力 しイー デ ィと対 抗 した の は,通 商 問題 を担 当

し て い た ミー ド(JamesMeade)と,途 中 帰 国.し た ロ ビ ン ズ(Lionel

R⑪bbins)で あ った。

他 方,ア メ リ カ側 代 表 団 の団 長 は,財 務 長 官 に就 任 した ばか りの ヴ ィ ンソ ン

.(FredVinson),副 団長 は経 済 担 当 国 務 次 官 補 の ク レイ トン(WillClayton)

で あ った 。 終 戦 直前 の4月12Hに ル ーズ ベ ル トが急 逝 し,か わ って トル ーマ ン

(HarryTruman)が 大 統 領 に 就 任 し た こ と に よ っ て,か つ て の ニ ュー ・

デ ィー ラー が 政権 か ら こ とご と く退 場 し,ア メ リ カ側 の受 け入 れ 体 制 も,大 き

く編 成 替 え して い た。 ヴ ィ ンソ ンは南 部 出 身 の保 守 的 な民 主 党 員で,戦 争 終 結

に よ って 国 際 問題 に対 す る 関心 が 低 下 し,平 和 時 にお け る 国 内問 題 こそ最 大 の

関 心 事 で あ った。 つ ま り,対 外 支 出 の これ 以.Eの 増 大 を 回避 す る こ とに よ って

国家 財 政 を正 常 化 す る こ とが,彼 に と って の最 優 先 課 題 とな ってい た ので あ る。

また,ク レイ トンはハ ル以 上 の 自由貿 易信 奉 者 で あ り.,彼 の も とに届 く貿 易 業

、 の 生 徒 で あ った 大 蔵 省 の ハ ー マ ー(F■ederricHaτme⇒ と,外 務 省 の ホ ー ル ・パ ッテ(Edward

Hall-Pach)で あ っ た(Mロgg【ldgd992,PP.797.8:〕 。 ま た代 表 団 に は,駐 米 大 蔵 省 代 表 の プ ラ

ン ト(Robert.HenryBrand),お よ び5人 の ト級 官 吏 が加 わ って い た 。 さ らに,ア メ リカ側 が 金

融 問 題 と通 商 問 題 を同 時 に協 議 す べ ぎ こ とを 主 張 した た め,9刀2ア 日 に ロ ビ ン ズ お よび 商 務 省 の

1」一 シ ン グ(SirPerじlvakLie5chlng)を 含 む9人 の通 商 問 題 に 関す る 専 門 家 が ワ シ ン ト ンに 派

遣 され,イ ギ リ ス側 代 表 団 に 加 わ っ た(Moggridge,1992,p.802)。

12)Mog幽dge〔1992〕p.803.
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者 か らの 苦 情 は,英 帝 国特 恵 制 度,ス ター リン グ地 域 で め ドル ・プー ル制,イ

ギ リ スが ス ウ ェ ー デ ンや ア ル ゼ ンチ ン と新 た に締 結 し た 双務 支 払 協 定 な ど に

よ って,彼 らが被 っ た被 害 に 向 け られ てい た 。 ク レ イ トンは,英 国 に お け る多

角 主 義 の 再 建 が対 英援 助 の 条件 で あ る と考 えて い た の で あ る 。

さ て,9月13日 か ら5日 間(13日,14日,17日,19日,20日)開 始 され た連

邦 制 度 理 事 会 の 理 事 会 室 にお け る最 高 委 員 会 ゆにお い て,ケ イ ンズ は,ポ ン ド

残 高 の 処理 とア メ リカか ら の金 融 援 助 につ い て,次 の よ うに説 明 した。 まず,

ス ター リ ング地 域 の ポ ン ド残 高 が,1946年 末 で 総 額120億 ドル(30億 ポ ン ド)

に 達 す る と予 想 され,そ の う ち,(a〕3分 の1に 当 た る40億 ドル(10億 ポ ン ド)

を 帳消 し(cancellation>な い しは棚 上 げ(writingoff)し,(b)残 りの80億 ドル

の うち,72億 ドル(18億 ポ ン ド)を 無利 子 で5年 間据 え置 き後50年 で 均 等 返 済

とい う形 で 借 換 え(funding)な い し は封 鎖(blocking)を 行 い,(c)8億 ドル

(2億 ポ ン ド)の み を解 除(release)す る,と い う提 案 を行 った。 そ の上 で,

イギ リスが 戦 後3年 ～5年 に渡 って必 要 とす る援 助 額 が50億 ドルで あ る こ とを

述 べ た(ibid.,PP,494-5)。 この 数 字 の根 拠 は,戦 後 過 渡 期 に お け る イ ギ リ ス

の対 外 赤 字 の累 積 額 が60億 ドルに 達 す る こ と,そ の 間 ス ター リ ング地 域外 の ポ

ン ド残 高 の解 除 が ユ0億 ドルに 上 る こ とを挙 げ,武 器 貸 与 の決 済 は これ に含 まれ

な い こ と と した@畝,PP.493-5)。 いず れ も,ケ イ ンズ が 渡 米 前 に 示 した数

字 とそ の根 拠 に沿 う内 容 で あ った 。

㈲ 援助金 額 と返 済条件

援 助 金 額 お よび返 済 条件 につ い て,ケ イ ンズ は,そ の後 の ヴ ィ ン ソ ン及 び ク

レイ トンと の会 談 を 通 じて,「50億 ドルの 無 償 援 助 」 とい う当 初 の イギ リス側

の 要 請 を,ア メ リカ側 が 受 け入 れ る こ とが 困 難 で あ る こ とを認 識 し始 め てい た。

そ こで,ケ イ ン ズ は,9月26口 付 け の 大蔵 大 臣宛 て の手 紙(ibid,PP.502-8)

にお い て,イ ギ リス の対 米 債 務 の 返 済 コス トが重 くな らな い よ うな代 替 案 を示

13)こ の5日 間の会議の議事録は,CW,24,pp.466-98に 所収されている。



ヒ … を ・

12(416).第160巻 第5・6』号

し,10月1日 付 け の.大蔵 大 臣宛 て の手 紙(葡 認,PP.512-517)に お い て は,無

償 援 助 に代 わ る代 替 案 を ア メ リカ側 と討 論 す る 自 由 な権 限 を イギ リス側 代 表 団

に与 え る よ う要 請 し,ロ ン ドンが あ くまで 無 償 援 助 に固執 す るな ら交渉 が 決 裂.

す る可 能 性 の あ る こ とを警 告 した。 しか し,ロ ン ド ンか らの指 令 は,(a)2%の

金 利 で 巨 額 の 融 資 を 受 け 入 れ る こ とはで きず,㈲ 少 な くと も20億 ドル の無 償 援

助 と1%の 金 利 で30億 ドルか ら40億 ドル の融 資 を求 め,〔c)そ れ が無 理 な ら最 後

の手 段 と して,国 際 収支 困 難 の場 合 の免 責 条 項 付 きで,年 間1億 ドル まで の元

利 償 還 を 受 け入 れ る,と い う もの で あ っ た(ibid,PP.520-5)。10月18日 に ケ

イ ンズ とハ リ フ ァ ック スが ヴ ィ ン ソ ン とク レイ トン と会 談 した 際 に,ア メ リカ

側 は金 利2%で35億 ドル とい う.金額 を提 示 し,武 器 貸 与 を第3項(c)の 条 件(2

3/
3%の 金 利 で30年 返 済)で 決 済す る こ とを 要求 したL㌔ ア メ リカ側 は この年 々

の返 済 額 を輸 出 入 銀 行 の 商 業 ベ ー スで 資 本 還 元 した 額 を援 助 額 と して算 出 した

か らで あ る。 この 後 ケイ ンズ は,金 利2%で40億 ドル を免 責 条 項付 きで 要求 す

る以 外 に道 は ない こ とを 認 識 した(齪4,p.557)。.

こ の よ うな認 識 を本 国 に伝 え た ケ イ ンズ の10月18日 付 けの 電信@堀,PP.

547-56)15〕は,ミ ー ドに よ る と,「 非 常 に 長 大 だ が 素 晴 ら しい仕 事 で,ケ イ ンズ

が か つ て 書 い た も の の うち で 最 高 の 一 つ 」 と評 され た。 こ こで ケ イ ンズ は,

「詩(poetry)を 散 文(prose)に と って か え る こ と を再 考 し な け れ ば な らな

い」(ゴう楓,p.548)と して,「 ブ レ トン ウ ッズ,通 商 政 策,そ れ に ス ター リ ン

グ地 域 に何 の コ ミ ッ ト.メン トもせ ず,ア メ リカか ら少 額 の借 款 に甘 ん じれ ば,

わ が 国 の将 来 の 見 通 しは 暗 い こ と」,「 も し もア メ リカ との 包括 的 な妥協 が で き

な けれ ば,本 国 の 経 済 生 活 や わ が 国 の対 外 関係 は大 き く崩 壊 し,そ れ は不 日∫避

な こ とで あ る とい う こ とは,決 して 誇 張 て は ない こ と」(ihid,p.554)を,繰

り返 し伝 え た。 つ ま り,ケ イ ンズ の 金融 交 渉 に対 す る ス タ ンス は,ア メ リ カか

]4)Moggridge〔1992)P.804.

ユ5)NABOB177,178.な お,こ の 間 ロ ン ドン か ら ワ シ ン ト ンへ 向 け て の 指 令 は 「BABOON」,

ワ シ ン ト ンか ら ロ ン ドンへ.の 報 告 は 「NABOM」 とい う コ ー ド ・ネ ー ム で それ ぞ れ打 電 され て

い た(Mog塵d畔,1992,p、799)。
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らで き る.限り巨 額 の 融 資 を 引 き出 し,か つ ア メ リカ側 が要 求 す る見 返 り条 件 を

本 国政 府 に 説得 す る こ とにあ った 。

しか し,10月27日 に本 国 か ら代 表 団 に 届 い た指 令 に は,次 の二 つ の案 が 示 さ

れ て い た 。第 一 のA案 は,45億 ドルの 融 資(う ち,〔a)25億 ドル は年 利1%で5

年 間 の据 え置 き後50年 返 済 の 借 款,20億 ドル は輸 入代 金,5億 ドル は武 器 貸 与

の 決 済,(b〕20億 ドル は無 利 了.の追 加 融 資,こ れ は ス ター リ ング地 域 の ポ ン ド残

高 が経 常 取 引 の支 払 目的 で 交 換 され る際 の 裏 付 け)を 求 め る案 で あ る。 また こ

の案 は,戦 時 費用 の分 担 と して ポ ン ド残 高 の 一部 棚 上 げ を見 越 し,さ ら に ケ イ

ンズの 示 唆 に従 った免 責 条 項 を求 め て い た 。 さ らに,こ う した援 助 を条 件 と し.

て,.イ ギ リ スは 国 際貿 易 機 構(ITO)お よび 国 際通 貨 基金(IMF)と い った ア

メ リカの イニ シ アテ ィブで 構 築 され る戦 後 国 際 経 済 秩 序 に コ ミ ッ トす る 。す な

わ ちA案 は,ア メ リ カか ら巨額 の援 助 を緩 や か な 返 済 条件 で借 り入 れ る見 返 り

に,イ ギ リスが 戦後 国 際経 済秩 序 に一 定 の 役 割 を 担 う とい う妥協 案 で あ っ た 。

こ乳 に対 して,B案 は,30億 ドル の借 款(25億 ドルの借 款 と,武 器貸 与 の 決

済 と して5億 ドルの 追加 融 資 を,年 利2%の 商 業 ベ ー スで,5年 間 の据 え 置 き

後50年 返 済)を 求 め る案 で あ る.た だ し,こ う した 額 お よび 条 件 で の援 助 に対

して,イ ギ リス は戦 後 世 界 の構 築へ の コ ミ ッ トメ ン トを一 切 放 棄 す る とい う も

の で あ る。 す なわ ちB案 は,少 額 の援 助 を厳 しい 返 済 条 件 で 受 け.入れ る こ とに

甘 ん じる代 わ りに,一 切 の条件 も飲 ま な い強 硬 案 で あ った(謝 鵡p.568)。

代 表 団 は,当 然 の ご と く,A案 を支持 した。 特 にB案 を知 った ケ イ ンズ は,

「怒 りで 顔 色 を 失 い,辞 任 さ え 口 にす る よ う に な った 」1%ア メ リ カか ら受 け

取 る援 助 が 商業 ベ ー スで の少 額 の 融 資 に甘 ん じ る代 わ りに,ア メ リカの 要 求 す

る.見返 り条件 を 一切 拒 否 す る とい う選択 肢 は,ケ イ ンズ の基 本 姿 勢 か らは最 も

対 極 にあ る考 え 方で あ っ た ので あ る。 そ こで,代 表 団 は,本 国指 令 で あ る両 プ

ラ ンを ア メ リ カ側 に提 示 ず る こ とを止 め,そ の代 わ り,通 商 問題 に 関す る指 令

16)Moggrid鍔e〔1992〕p.804.

17)Moggrldge〔1992〕p.806.
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を受 け る た め に 帰 国 要 請 のあ った ロ ビ ンズ とホ ー ル=パ ッチ に,本 国 政 府 に対

して 金融 問題 につ い て も再 度 検 討 を促 す 旨を 託 した 。 そ して11月5口 の ロ ン ド

.底 ンで の 会議 にお い て,B案 は指 令 か ら削 除 さ れ,A案 の み が ロ ン ドンか ら の指

令 とさ れ た。 しか も,A案 にお け る45億 ドル の 融 資 の うち,ス ター リ ング地 域

にあ て られ る20億 ドルが 無 利 子 融 資 で あ る こ とを 条件 に,25億 ドル の借 款 が 年

率2%で も受 け入 れ る とい う保 証 を得 た の で あ るL㌔

㈹ スタ暫 リング地域の ポン ド残高

ス ター リ ン グ地 域 の ポ ン ド残 高 につ い て,木 国 政府 か ら の指 令 を受 け る まで

.の 問,ア メ リカ側 と討 議 が 進 行 した 。 も と も とア メ リカ側 は,対 英 援 助 を供 与

す る前 提 と して,ス ター リ ング地 域 が 果 た し うる 貢献,す なわ ち,ボ ン ド残 高

の 減 額(scaledown)を 要 求 して い た。 ケ イ ンズ もま た,こ う した ス タ ー リ ン

グ地 域 の 貢 献 を条 件 に ア メ リカ は援 助 を行 う と考 えて い たL%ケ イ ン ズ は本 国

か らの 正式 の 許可 を受 け る前 の11月5日 に,ホ ワイ トに宛 て て,ス ター リン グ

地域 の ポ ン ド残 高 につ い て,次 の よ うな 内 容 の 草 稿 を 送 っ た。

第 一 に,ケ イ ンズ は,ス ター リ ング地 域 の 為 替 管理 や ドル ・プ ー ル制 が 対 米

差 別 措 置 で あ る こ とを 率 直 に認 め た。 す なわ ち,「 他 の 通 貨 よ り供 給 が 著 し く

不足 す る通 貨 が あ るた め に,輸 入 ラ イセ ン ス制 は,供 給 が 十 分 で あ る通 貨 に対

して は有 利 に,供 給 が 稀 少 で あ る通.貨に 対 して は 不利 に作 用 す る よ うに差 別 的

に機 能 して き た こ とは 不 可 避 な こ と で あ っ た 」@認,p.571)。 ドル な ど の.

ハ ー ド ・.カレン シーが 稀 少 通 貨 で あ るた め に ,ス ター リ ング地 域 加 盟 国 は,稼

得.した ハ ー ド ・カ レ ンシ ー を ロ ン ドンの 為 替 当 局 に プ ー ル し,必 要 に応 じて そ

れ を引 き出 す とい う ドル ・プー ル制 を採 用 して きた の で あ る。 「ア メ リ カ行 政

府 は イギ リ ス政 府 に対 して,こ う した 制 度 が 必 然 的 に ア メ リカ の輸 出業 者 を差

別 す る制 度 で あ るが ゆ え に,.た と え戦 時 中 に 不 可 避 な もの で あ っ た と して も,

王8)P「essndl〔1986〕p.297.

19)Mo8gridge〔1992〕p.801.
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ア メ リカの 貿 易 と通 商 を 著 し く阻害 す る も ので あ る と表 明 して きた 。 イギ リス

政 府 も,こ の 制 度 が 平 時 に運 用 さ れれ ば 国際 通 商 上 制 限 的 に作用 す る こ とに合

意 す るが,ス ター リ ン グ地域 へ の ドル供 給 が 自然 水 準 を下 回 って 不足 す る 限 り,

この制 度 は不 可 避 な ので あ る」 価 認,p.572)。 お よ そ120億 ドル に達 す る ポ ン

ド残 高 に対 して,イ ギ リスの 金 ドル準備 はわず か18億 ドルに過 ぎず,ス ター リン

グ地域 が ポ ン ド残 高 を 自由 に引 き出す に は あ ま りに も不 適切 な水 準 なので あ る。

しか し第 二 に,「 こ の こ とは,イ ギ リス側 が 戦 前 と同様 の 無 差 別 待 遇 に復 帰

す る こ と を望 ん で い な い,と い う こ と を 意 味 す る わ け で は な い」(め 泓,p.

573)。 つ ま り,ア メ リカか らの 適 切 な規 模 で の援 助 を基 礎 と して,.1946年 末 ま

で に ス ター リ ング地 域 が 経 常 取 引 で稼 得 した もの につ い て は,い か な る通 貨 地

域 へ の支 払 も差 別 す る こ とな く自由 に利 用 で きる よ うにす る用 意 が あ る。 蓄積

され た ポ ン ド残 高 につ い て も,そ の.一部 は 直 ち に 同様 の措 置 が 取 られ,残 りの

一 部 につ い て は年 賦 払 い とす る。 こ う して ,ド ル ・プ ー ル制 か ら生 じる差 別 的

待 遇 は完 全 に取 り除 か れ る こ とに な るの で あ る 。

第 三 に,ア メ リカ側 は,ス ター リ ング地 域加 盟 国 に も,ア メ リカが 武 器 貸 与

法 に よ って連 合 国 に供 与 した 援 助 と1司じ原 則 を 適 用 し,共 通 の戦 費分 担 を求 め

る こ とが公 平 で あ る との強 い 考 え を持 って い る 。 す な わ ち,ス ター リ ング地 域

に も遡 及 的 拠 出 を求 め る こ とが 適 当 で あ る.とい う考 え で あ る(ibid,p.574)。

イ ギ リス側 も この考 えが 公 平 で あ る こ とに 合 意 す る 。 したが って,蓄 積 され た

ポ ン ド残 高 を,回 直 ち に解 除 され る部 分,㈲ 年 賦 払 い さ れ る 部分,(C)棚 上 げ さ

れ る部 分,の 三つ の カ テ ゴ リー に分 類 す る。 ス ター リ ン グ地 域加 盟 国 も,こ う

した 方 策 が 自国 の 国益 に適 い,公 平 か つ 合 理 的 な措 置 で あ る と合 意す る こ とを

望 む 。 イ ギ リス側 は,.ス ター り ング地 域 の ポ ン ド建 て 債 権 国 が,ポ ン ド残 高 の

減 額 を 含 む こ の 取 り決 め に 自発 的 な合 意 に到 達 す る よ う求 め て い くで あ ろ う

(ご∂ご諾,p.576)o

しか し,こ う した11月5日 付 け の草 稿 に対 し℃6日 に本 国 か ら届 い た 要 請 は,

ス ター リ ング 地域 との 取 決 め につ い て の真 実 を覆 い 隠 す もの で あ っ た。 イー
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デ ィは ケ イ ンズ の草 稿 を 「差 別 的措 置 で あ る の は ス ター リ ング地 域 の 制 度 で は

な く.戦 時 にお け る為 替 管 理 の必 要 性 で あ る」(伽4,p.582)こ とを 明 らか に

し,イ ギ リス は 「ス ター リ ング地 域 の 為 替 管理 当局 に よ って認 め られ た もの で

あ るな ら,い か な る支 出 に対 して も例 外 な く外 国為 替 を提 供 して きた 」 と書 き

換 え を指 令 した。 為 替 管 理 シ ス テ ムの 機 能 に関 す るイ ヒグ ラ ン ド銀 行 の見 解 を

繰 り返 した こ う した指 令 に対 して,11月7日 にケ イ ンズ はす で に 人 口 に膾 炙 し

た 次 の よ うな 怒 りの 返 事 を 書 い た。 「ロ ン ドン の老 婦 人 の お 眼 鏡 に適 う よ う な

イチ ジ クの 葉 は,厳 しい気 候 の 中で は萎 れ て しま う」@鳳pp.584)。

岡 最後の局面

11月18日 まで に,ケ イ ン ズを含 む イ ギ リ裏側 代 表 団 は,ア メ リカ側 の 金融 援

助 が,新 規 の融 資 と して は,40億 ドル以 上 は不 可 能 で あ り,武 器 貸 与 額 の うち

5億 ドル は返 済 せ ね ば な らず,い ず れ も金 利2%で5年 間 の据 置後50年 で 返 済

す る こ とで あ る こ と を認 識 して い た 。 そ の他,合 意 に至 っ てい ない 以 下 の5点

につ い て,本 国 に打 電 しだu1(め 泓,PP.588-90)』

① 免 責 条 項 に つ い て,ア メ リ カ側 は,(a)イ ギ リスの 貿 易 黒 字 が(IMF協 定 第

19条 に規 定 さ れ て い る よ う に),1936-8年 の 平均 を 下 回 る場 合,(b〕 前 年 度 末 の

金 お よび 外 貨 準 備 が,過 去5年 間 の平 均 輸 入 額 の15%を.ド 回 る か,前 年 度 末 の

短 期 債 務 の25%を 下 回 る場 合 に,利 払 い に関 す る免 責 条項 が適 用 さ れ る と した。

この 提 案 の うち,前 者 は受 け入 れ 可 能 で あ った が,後 者 は 受 け 入 れ が た い提 案

で あ った 。

② ポ ン ド残 高 の 返 済状 況 と免 責 条 項 の適 応 除外 につ い て,ア メ リ カ側 は,ポ

ン ド残 高 の うち1950年 以 降 に 年 々解 除 さ れ返 済 され る金 額,な い し は1945年 以

降 に締 結 され るそ の 他 の 融 資 に対 しで返 済 さ れ る金 額 が,比 例 的 に減 額 しな い.

な らば,上 述 の免 責 条 項 は 適 用 さ れ な い と した。 しか も,ポ ン ド残 高 の 返 済 を

加 速 す る こ とは,対 米 債 務 が 同 様 の 返 済扱 い を受 け な い な らば,認 め られ な い

2①Moggridge〔1992〕NV.809-11.
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と した。 イ ギ リス側 代 表 団 は,債 務 返 済 の 比例 的減 額 を,1946年 に契 約 され た

融 資 に 限定 しよ う と し,植 民 地 お よ びそ の他 特 定 の債 務 返 済 を,返 済 加 速 の 制

限か ら除外 しよ う と した 。

③ ポ ン ドの 交 換 性 につ い て,ア メ リカ側 は,ス ター リ ング地 域 内 で の 経 常 取

引 に よ り取 得 した全 て の ボ ン.ドは.ユ948年 末 まで に イギ リス の 軍 事 支 出 の た め

に受 領 した した ポ ン ドを 除 い て,1946年 末 まで にい か な る通 貨 地 域 に お い て も

差 別 され る こ とな く 自由 に利 用 で き る もの とす る。 ス ター リ ング 地域 外 で も,

同様 の取 り決 めが 求 め られ る。 イ ギ リス側代 表 団 は,支 払 い協 定 が締 結 され て

い る地 域 を 除い て,ス ター リン グ地 域 外 に この提 案 を適 用 す る こ とを拒 否 す る

こ とを勧 告 した 。

④ 差 別 待 遇 に つ い て,ア.メ リカ 側 は,イ ギ リス の輸 入 制 限 は原 産 地 の 間 で無

差 別 で あ るべ き こ とを 主 張 した。.イギ リス側 代 表 団 はそ の立 場 を留 保 した が,

ア メ リカ側 提 案 の 受 け入 れ を 勧 告 した 。

⑤ 蓄 積 され た ポ ン ド残 高 に つ い て,ア メ リカ側 は,蓄 積 され た ポ ン ド残 高 を,

ス ター リ ング地 域 の み な らず 全 て の 地域 の残 高 と し,し か も戦 時 中 に蓄 積 され

.た残 高 のみ な らず 戦 後 の あ る 時 点 ま で の 軍事 支 出 も含 む もので あ った 。 そ して,

蓄 積 され た ボ ン ド残 高 を,直 ち に解 除 さ れ る部 分,1950年 以 降 に解 除 され る部

分,償 却 され る部 分 に分 割 して 決 済す る こ とを要 求 した 。.イギ リ ス側 代 表 団 は,

蓄 積 され た ポ ン ド残 高 を,ス ター リ ング地 域 で 戦 時IIIに 蓄 積 され た 残 高 お よび

戦 後 の 軍 事 支 出 の み に 限定 した。 こ こで の 相 違 点 は大 き な もの で は な か ったが,

借 換 え,償 却,解 除 を ど れ だ け の割 合 にす るか とい う問 題 は 残 って い た。

この 報告 が ロ ン.ドンに到 着 した と き の様 子 を ミー ドは次 の よ うに記 録 してい

る 。 「大 蔵 省 と イ ン グ ラ ン ド銀 行 は ヒ.ステ リ ッ ク に な って い た 。 この 報 告 に

よ って 冷静 に な っ た り,何 が 受 け入 れ 可 能 で何 が受 け 入 れ不 能か を考 え る ので

は な くて,交 渉 全体 を 終 わ らせ る準 備 を して い る よ うに見 え た」2U。しか し,

11月23口 の ホ ワ イ トホー ルで の 激 論 の 末,ア トリー首 相 は ワ シ ン トンで の 金 融

21)Llo竃gridgビ 〔1992〕p.911.
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交 渉 に対 す る ドー ル ト.ン蔵 相 以 下 大 蔵 省 の態 度 につ い て厳 し く攻 撃 した。 そ の

結 果,首 相 は,合 意で きる こ と と合 意 で きない こ とを,以 下 の よ うに ワ シ ン ト

ンの 代 表 団 に 明 らか に した2㌔ す なわ ち,イ ギ リ.ス側 が 合 意 で きる点 は,㈲ 武

器 貸 与 の 決 済 も含 め て40億 ドル の借 款 を,金 利2%で5年 間据 え置 き後 の50年

間で 返 済 す る こ と,〔b)11月5日 に ケ イ ンズが ホ ワ イ トに示 した草 稿 に沿 った形

で ス ター リ ン グ地 域 を の 自 由化 す る こ と,〔c!金 融協 定が 締 結 すれ ば直 ち に議 会

に対 して ブ レ トン ウ ッズ協 定 の批 准 を求 め る こ と,(d樋 商 政 策 につ い て もイ ギ

リ スは 同 調 す る こ と,合 意 で き ない 点 は,(e)1946年 末 まで に ス ター リ ング地 域

の ポ ン ド残 高 保 有 国 と の 交 渉 を終 わ らせ ξ こ と,(f)1946年 末 ま で に ブ レ トン

ウ ッズ協 定 で定 め られ た過 渡 期 を破 棄 す る こ と,(9)ア メ リカか らの借 款 返 済 を

他 の債 務 返 済 よ り も優 先 させ る こ と,で あ る。 ケ イ ンズ とハ リ フ ァ ック ス は,

11月25日 に,ヴ ィ ンソ ンと ク レイ ト ンに この 内容 を伝 え た劉。

しか し,ポ ン ドの交 換 性 につ い て 「わ が 国 は,例 え ば1946年 末 か らス ター リ

ン グ地域 が経 常 取 引 で 稼 得 した もの全 て につ い て解 除す る とい た よ うな公 約 を

望 ん で は い な い」瑚と い う ドー ル トン蔵 相 の 表 明 は,事 態 を い っそ う深 刻 に し

た。 ハ リ フ ァ ック ス の記 録 に よ る と,「 ロ ン ドンは ア メ リ カ側 と の 交 渉 に か な

り うん ざ り してい る よ うだ が,ケ イ ンズ との交 渉 に うん ざ り して い るの は 全 く

不 当 な こ とだ 。 …彼 ら は,ア メ リ カ側 と交 渉 してい る以 上 に ケ.インズ と交 渉 し

て い る の だ!」35,。

こ う して最 終 局 面 の12月1日 に,本 国政 府 は.ケ イ ンズ よ り も年 長 で 大 蔵 省

の プ リ ッ ジス(SirEdwardBridges)を ワ シ ン トンに派 遣 し,ア メ リカ側 との

交 渉 に当 た らせ る こ と に した 。 しか し,ブ リ ッジ スの 参 加 に よ って もア メ リカ

側 の態 度 を変 え る こ とは で きなか った。 まず,援 助 金 額 は,ア メ リカ側 は援 助

額 につ い て,財 務省 が35億 ドル,国 務 省 が イ ギ リス側 と同 じ40億 ドル を 主 張 し

22)Moggridge〔1992〕p.811,Pressnell〔1986〕p.311,

23)そ の 内 容 に つ い て は,CW,24,PP.63言一6,App㎝dixHに 所 収 。

24)!}loggrjdge〔1992〕PP.811-2.

25)M(》gg肖dge〔1992〕p.813.
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た が,最 終 的 に は トル ー マ ン大 統 領 が 両 者 の 問 を と って,37.5億 ドルで 決 着 し

だ6,。 また,ポ ン ドの 交 換 性 につ い て も,協 定 発 効 後1年 以 内 に 回復 す る こ と

が 要 求 さ れ た 。 した が って,イ ギ リ ス側 はIMF協 定 の 規 定 す る5年 間 の過 渡

期 を放 棄 せ ざ る を得 な くな った 。 イギ リス 側 は最 後 まで,ポ ン ドの交換 性 回復

の 時期 を,1948年 末 や1947年 末 とい う よ う にで きる 限 り遅 らそ う と した が 不 可

能 で あ っだ の。 ス ター リ ング地 域 に お ける 蓄積 さ れ た ポ ン ド残 高 につ い て は,

直 ち に 解 除 さ れ る 部分,長 期 にわ た っ て返 済 され る借 り換 え 部分,ス ター リ ン

グ地 域 が 残 高 を 減 額 す る部 分 の 三つ の カ テ ゴ リ ー に分 類 され た が,そ の時 期 と

金 額 につ い て の 明 示 は行 わ れ なか っ た。 こ う して英 米 金 融協 定 は1946年12月6

日午 前10時30分 に両 国 代 表 団 に よ って調 印 され た ので あ る。

(V)英 米金融協定

英 米 金 融 協 定 は,本 協 定 以外 に,「 武 器 貸 与,相 互 援 助,余 剰 軍 需 物 資,及

び 請 求権 の 決済 に 関す る共 同声 明 」 と 「通 商 政 策 に 関 す る 共 同声 明」 の二 つ の

共 同 声 明 を含 む もので あ った 。 そ の内 容 を,(D金 融 援助 の 内 容,(2)ポ ン ドの交

換 性,(3屠 積 され た ポ ン ド残 高 の三 つ に分 けて 整 理 して お こ う。

① 金 融 援 助 の内 容:援 助 金 額 は,37.5億 ドル で,本 協 定 発 効 日か ら1951年12

月31日 まで の 間 に随 時 引 き 出 せ る もの と して 決 着 した(第2条)。 後 に カ ナ ダ

か ら も12.5億 ドルの 借 款 を受 けた の で,英 国 が 戦 後 過 渡 期 に 使 用 で き る金 額 は

50億 ドル に な った。 こ の数 字 は,イ ギ リス側 代 表 団が ワシ ン ト.ンで の 交 渉 に臨

む に 当 た って ア メ リカ倒 に要 求 した 額 と奇 し くも一 致 して お り,必 ず し も英 国

代 表 団 を 失望 させ る もので は なか った 。

返 済 条 件 は,英 国側 の要 求 した無 償 援 助 も無利 子 借 款 も米 国側 が拒 否 したた.

め,最 終 的 に は2%の 利 子 付 きの借 款 で 決 着 した 。 た だ し,元 本 と利 子 の支 払

は,5年 間の 据 置 後,1951年12月31日 を第1回 目 の支 払 日 と して,50年 年 賦 で

26)Moggndge〔1992)y.813,

27>MQggrid即 〔1992〕p.814.
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返 済 さ れ る こ とに な った の で,実 質 的 な金 利 負 担 は年1.6%と な り,元 利 年 返

済 額 は1億4000万 ドル とな った(第4条)。 これ は,英 国 に と って 決 して過 大

な負 担 と は思 わ れ な か った 。

また,こ の返 済 条 件 に は,国 際 収 支 な ら び に金 外 貨準 備 の水 準 か らみ て困 難

に 陥 っ た場 合,利 払 い を 免 除 す る とい う免 責 条 項 が 付 け ら れ た(第5条)。 す

なわ ち,過.去5年 間 の平 均 の輸 出 お よ び貿 易 外 取 引 に よ る純 受 取 りが,1936年

～38年 の 平 均 輸 入額 た る8億6600万 ポ ン ドを下 回 った場 合
,利 払 いが 免 除 され

る。 た だ し,本 協 定 発 効 以前 に ポ ン ド残 高 の 返 済 な い しは棚 上 げが4375万 ポ ン

ドを超 えた 部分 につ い て は,こ れ を資 本 取 引 とみ な し,上 述 の貿 易 外 取 引 に よ

る純 受 取 りには 含 ま れ な い もの とす る。

この 金 融 援助 に 関 連 して,武 器 貸 与 の 決 済 を見 て お こ う。 アメ リカの イ ギ リ

ス に対 す る武 器 貸与 額 は,相 互 援 助 協 定 に基 づ くイギ リスか らの逆 貸 与12億 ポ

ン ド(48億 ドル)を 除 く と,お よそ270億 ドル に達 して い た。 武 器 貸 与の 決 済

条 件 に つ い て,も と も とア メ リ カ は,23/8%の 金 利 で30年 返 済 す る とい う武

器 貸 与 法 弟3項 〔c)で決 済 す る こ と を要 求 して い た 。 しか し,協 定 で は,(8)200

億 ドル 以 上 の対 英 債 権 を棚 上 げ し,〔n)争 終 結 時 に英 国が 保 有 して いた60億 ド

ル相 当 の 貸 与物 資 を5億3200万 ドルで 英 国 に 譲 渡 し,(。)受 注 した ものの 戦 争 終

結 前 に 納 入 さ れ なか った貸 与 物 資 につ い て は1億1800万 ドルの 支 払 を要 求 した 。

英 国 は 合計6億5000万 ドルの 支 払 い を,37億5000万 ドル の借 款 と同 じ金 利2%

で50年 返 済 とい う条 件 で 返 済 され る よ う要 求 され た ので あ る。 これ は他 の 武 器

貸 与 受 領 国 に対 す る返 済 条 件 よ りも有 利 な もので あ り,200億 ドル 以上 の債 務

が 免 除 さ れ た こ と と合 わ せ て 考 えて も,こ れ も米 国 に とっ て前 例 の ない 寛 大 な

措 置 で あ った。

② ポ ン ドの交 換 性=交 換 性 の 規 定 は,ス ター リ ン グ地 域 の経 常 取 引 と第 三 国

の経 常 取 引 に分 か れ る。 第 一 に,本 協 定 発 効 日か ら1年 以 内 に,ス ター リ ング

地域 が 経 常 取 引 に よ って取 得 した ポ ン ドは,他 の いか な る地 域 との 経 常 取 引 に

対 して も,差 別 され る こ とな く自由 に使 用 で きる。 ま た,ド ル ・プー ル制 も廃
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止 され,.ス ター リ ング地 域 が 経 常 取 引 に よ って 取得 した ドル も.他 の いか な る

地 域 との 経 常 取 引 に対 して も,差 別 さ れ る こ とな く 自 由 に 使 用 で き る(第7

.条)。 第 二 に,本 協 定 発 効 ロか ら1年 以 内 に..第 三 国(主 に 西 欧 お よ び南 米 諸

国)の 経 常 取 引 につ い て,ポ ン ドの 交換 性 を 回復 す る(第8条 第2項)。

な お,本 協 定 発 効 と同時 に,許 可 を 受 け た ア メ リカ商 品 の輸 入 に対 す る支 払

い,お よ び ア メ リ カの居 住 者 の保 有 す るポ ン ド残 高 で経 常 取 引 に よ り取 得 した.

もの の使 用 を制 限 しな い(第8条 第1項)。

③ 蓄 積 され た ポ ン ド残 高:戦 時 巾 に 累積 した ポ ン ド残 高 の 処 理 に つ い て は,

(a)ポ ン ド残 高 の一部 は 直 ち に返 済 さ れ,(b)一 部 は返 済 を繰 延 べ され(1951年 度

を初 年 度 と して年 賦 払 い),(c)一 部 は帳 消 しされ る(第10条 〉。 ケ イ ンズが 明 示

した ポ ン ド残 高 の 三つ の カ テ ゴ リー につ い て 明確 な金 額 を提 示 す る こ と も,ア

メ リカ側 が 要 求 した ス ター リ ン グ地 域 の ポ ン ド残 高 の 大 幅 な削減 も,と もに イ

ギ リス側 か ら拒 否 され た の で あ る、,最大 の ポ ン ド残 高 を抱 え る イ ン ドは独 立 を

葡にして鄭 閥 係が緊張しているのと同様に,エ ジプ トやアルゼンチンとの関

係 も緊 張 し ス ター リ ング地 域 が 徹 る ポ ン ド残 高 に は,政 治 的思 惑 と絡 んで ・

あ くまで二匡1間交渉で解決せざるを得ない問題として認識されてい拳のである。

お わ り に

英 米 金 融 交 渉 に臨 む 前 に,ケ イ ンズ は 「60億 ドル の無 償 援 助 また は無 利 子借

款」 を 「幌(S1・i・,・)な しで 」44ら れ る こ とに楽 観 的て あ ・ た・ し.かし調 印

され た 英米 金 融 協 定 は,「37.5億 ドルの2パ ー セ ン トの 利 子 付 き借 款 」 で,し

か も 「協 定 発 効 後1年 以 内 に ポ ン ドの 交 換 性 を 回 復 す る」 と い う厳 し い 「ひ

も」 が つ い てい た。 この 「ひ も」 の意 味 す る こ とは,IMF協 定 に 規 定 され た

5年 間 の過 渡 期 を イ ギ リスが放 棄 す る こ とで あ った。 イ ギ リス は多 国 間 交 渉 の

結 果 で あ るIMF協 定 が 規 定 す る過 渡期 規 定 を放 棄 し て,ア メ リカ との 二 国 間

交 渉 の 結 果 で あ る37.5億 ドルの借 款 を選 択 した ので.ある2%

28)Skidelsky〔1996〕PP.102-3.
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協 定 調 印 後 の 過 程 を 簡 単 に振 り返 っ て お こ う。 イ ギ リス は,第8条 第2項 の

規 定 に した が.って,1947年2月 に 「振 替 可 能 勘 定」(TransferableAccount)

を設 け,こ の 勘 定 と 「ア メ リカ特 別勘 定 」 と は相 互 振 替 が認 め られ こ と とな っ

た 。 同協 定 が 発 効す る1945年 まで に こ の勘 定 は17力 国 まで拡 大 さ れ,ソ 連,中

国,フ ラ ンス等 の若 干 の 国 を 除い て経 常 取 引 に関 す る交 換 性 は 回復 され る こ と

とな っ た の で あ るz㌔ 他 方 ス タ」 リ ン グ地 域 の ポ ン ド残 高 につ い ては ,第10条

の 規 定 に した が っ て,経 常 取 引 の 結 果 生 じた ポ ン ド残 高 の み を 「第1勘 定 」

(No.1.Account)に 繰 り入 れ,戦 時 中 に蓄 積 され た ポ ン ド残 高 は 「第2勘 定 」

(No.2Account)に 封 鎖 され たが,封 鎖 を解 除 され た 金額 は徐 々 に第.1勘 定 に

振 り替 え られ る こ と とな った5%

しか しな が ら,周 知 の よ うに,ポ ン ドの 交 換 性 回復 は惨 憺 た る結 果 に終 わ っ

た 。協 定 で 供 与 され た37.5億 ドル の借 款 の うち,す で にユ946年 中 に6億 ドル,

1947年 の7月 ま で に23億 ドルが 引 き出 され,ア メ1」カ か ら の借 款 は わ ず か8.5

億 ドル しか 残 って い な か っだ2♪。 ボ ン ドの 交換 性 回 復 以 前 に,こ れ ほ ど大 量 の

引 出 しが行 われ た の は,も っぱ ら イギ リス の対 ドル地 域 赤 字 ゆ えの ドル不 足 に

あ った 。 しか も,7月18日 の 交 換 性 回復 後1ヶ 月 の 間 に5.4億 ドル もが 引 き出

され た。 こ う して,多 額 の ポ ン ドが 振 替 可能 勘 定 か ら ア メ リカ勘 定 へ と振 り替

え られ,イ ギ リスの ドル準 備 は忽 ち に して危 機 に瀕 した 。 そ して つ い に ,8月

20日 に振 替 可 能勘 定か ら アメ リカ勘 定 へ の 振 替 を禁 止 す る イ ン グ ラ ン ド銀 行 の

指 令 に よ って,再 び ポ ン ドの交 換 性 は停 止 され た の で あ る 。 ポ ン ドの交 換 性 回

.復 が 失 敗 に 終 わ っ た 直 後 の1947年.10月 の 「1947年 為 替 管 理 法」(Exchange

ControlAct1947>に よ っ て,ス ター リ ン グ 地 域 は 「指 定 地 域 」(Scheduled

29〕1945年7月 に 「ア.メ リ カ登 録勘 定 」 と 「中央 ア メ リカ勘 定 」 が 統 合 され 「ア.メ リ カ特 別 勘 定」

が 設 け られ る こ と に よ って,ア メ リカ 及 び 中央 ア メ リカ居 住 者 相 互 間 の 振 替 お よ び ドルへ の 交換

性 が 自 由 に な った 。

30)島 崎 〔1977〕52ペ ー ジ 。

31)島 崎 〔1977〕54-5ペ ー ジ。

32)ア メ リカか ら の 借 款 の 消尽 過 程 につ い て は,前 田 〔1977〕,Gardner(1956〔1980〕)ch.16を

参 照 。
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Territories)と い う法 的名 称 に衣 更 え した 。 さ らに1949年9月 に は,ポ ン ドは.

4,03ド ルか ら2.80ド ル に切 り下 げ られ た 。 そ の後 ポ ン ドの 交 換 性 が 回 復 され る

の は1958年 の こ とで あ った 。

ポ ン ドの交 換 性 とポ ン ド残高 の処 理 は,な ぜ 失 敗 した の だ ろ うか 。確 か に,

窪::1.37・5億 ドル もの鰍 はそ の 獺 と条イ牛にお い て 寛大 な もの で あ ・た が ・ イギ リ
'ス 本 国 お よ び ス ター リ ング地 域 の ドル不 足 に対 して は ,焼 け石 に水 の効 果 しか

漢 な か ・た ・ ま 協 定 確 め ら縦 交 換 性 礒 務 に つ い て も あ ま りに も柵}こ〆」.

規 定 さ れ,.不 当 に短 く厳 格 な実 施 期 限 が付 され て い た跳 「ワ シ ン トンで の 交
`

渉 担 当 者 は 交換 性 の経 済 学 を十 分 理 解 して い なか っ た」 と決 めつ けた ガ ー ド

勘 ナ ー は,「 イ ギ リス が交 換 性 の な い 通 貨 を蓄 積 す る 一 方 で,他 の 国 が 意 図 的 に

イ ギ リ スか らの輸 入 を制 限 し,巨 額 の ポ ン ド建 て黒 字 を提 示 す る事 態 に イギ リ

スが 直面 す る とい う困 難 を,彼 らは 認 識 して い な か っ た。 通 貨 の交 換 性 が 一 般

化 して い な い と きに,...一通 貨 に交 換 性 を 付 与 す る とい う危 険性 や,過 渡 期 に お

け る全般 的 な不 確 実 性 を考 え る と き,厳 格 な タ イ ム ・テ ー ブル を設 定 した こ と

、 は,明 らか に無分 別 な こ とで あ った 」鈎 と協 定 そ の もの を酷 評 した 。

しか し,よ.り 根 本 的 な 要 因 と して重 要 な の は,第.一 に,そ もそ も多 角 的 交 渉

を放 棄 した こ とに あ る。 もと も と ケ イ ンズ は,ア メ リカか らの 二 国 間 援 助 を 求

め る こ とに 反対 で あ っ た。 す なわ ち,「 戦 後 わ が 国 の側 か ら ア メ リ カ に対 して,

贈 与 また は 無利 子借 款 な い しは金 準 備 の 無償 再 配分 とい う形で.わ が 国 に対 す

る貢蜜的な全寵支援を要請ナ為あも誤 らである。…わが国が希望 しうる援助は・

商凄角豪邸bで なぼ乳霞をらナ,ま た,世 界全体 を自立させ,か つ全ての国民

の間でいっそう健全な政治経済の基礎を確立させる帰結でなけれぼならない」

.(CW,25,PP.69-70,傍 点は引用者)。 ケイ ンズが意図 した 「間接的な金融支

援」こそ,清 算同盟案における巨額の当座貸越であった。戦後の過渡期に60%

ドルとも70億 ドルとも予想されたイギリスの対外赤字について,当 初 「ケイン

33)Gardner(1957〔1980〕)p.223.邦 訳398ペ ー ジ。

34).Gardner(1957〔1980〕)p.218,邦 訳392ペ ー ジ 。
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ズ案 」 で は,国 際 清 算 同 盟 σCU>の 当 座 貸越 に よ って フ ァイ ナ ンス され る こ

と に な っ てい だ9。 ま た,当 初 「ホ ワ イ ト原 案 」 に 含 まれ て い た ボ ン ド残 高 の

処 理 も,本 稿 皿章 で 検 討 した よ うに,国 際安 定 基 金(ISF)の 枠 内 で の 多 角 的

な処 理 策 で あ った。 しか し,ブ レ トンウ ッズ 会議 に至 る過 程 で,こ れ ら両 案 と

もが 葬 り去 られ た こ と は,ポ ン ド残 高 を 多 角 的 に処 理 す る道 を 閉 ざ す もの で

あ った 。 これ らの 構 想 が 葬 り去 られ た 後,ケ イ ン ズ は二 国 間援 助 の 方針 に 変

わ った ので あ る。

第 二 の要 因 は,英 米 金 融 交 渉 の過 程 に あ る。 こ こで 想 起 され るべ きは,本 稿

W章 で検 討 され た ケ イ ンズ に よ る ポ ン ド残 高 の 処 理 策 に見 られ る,「 飢 餓 の 窮

地 」 「誘 惑」 「公 正」 と ネー ミン グされ た 三つ の 選 択 肢 で あ る。V章 で 展 開 さ れ

た 金 融 交 渉 は,ケ イ ンズ の 「公 正 」 案 をた た き台 に,英 米 双 方 が 「公 正」 つ ま

り 「犠 牲 の 平等 」 の 意味 を 自 らの 国 益 に沿 って 解 釈 しあ う過程 で あ っ た。 イ ギ

リス側 に と って の公 正 とは,何 よ り も自国 の 対 米 債 務 を 「遡 及 的武 器 貸与 」 と

す る こ との意 味 で あb,ア メ リカ側 に と って の 公 正 とは,何 よ り もス ター リン

グ地 域 の ポ ン ド残高 の 棚.ヒげ を 「戦 費 の遡 及的 分担」 とす る こ との意 味で あ った。

第 三 に,協 定 や 交 渉 そ の もの 以 上 に 重 要 な の は,イ ギ リス の 国 内問 題 で あ る。

金 融 協 定 の義 務 を履 行 す るた め に イギ リス 政府 が行 わ な けれ ば な ら なか った 政

策 は,イ ンフ レの 抑 制 や 財 政 支 出 の削 減 とい っ た総 需 要 抑 制 政 策 と,石 炭 な ど

の 基 幹 産 業 の 生 産 増 大 で あ った 。 つ ま り,こ れ は イ ギ リ.ス国 民 に戦 時 中 以 上 に

厳 しい 耐 久計 画(austereprogramme)を 求 め る もの で あ った 。 しか し,ケ イ

ンズ政 策 を イギ リス 大蔵 省 が 初 め て受 容 した 結 果 と して 知 られ るx1944年 雇 用

政 策 白 書」(The1944WhitePaperonEmploymentPolicy)961に 象 徴 さ れ る よ

うに,1946年 か ら47年 にか け て,労 働 党 政 府 は イ ン フ レ的 な財 政 金 融 政 策 を唱

え,大 規模 な資 本 投 資,食 料 補 助,社 会保 障 に対 し,巨 額 の支 出 を行 った 。 そ

の結 果,イ ギ リス の経 常 赤 字 は,1946年 に は3億4400万 ポ ン ド(13億7600万 ド.

35)$kidelsky〔1996〕p.103.

36)こ の 白書 とケ イ ンズ 革 命 との 関連 につ い て は,Peden〔1983〕 お よ び 土 井 〔1991〕 を参 照.
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ル)と ワ シ ン トン交 渉時 に見 込 まれ た7億5000万 ポ ン ド(30億 ドル)の 半 分 以

下 で あ った が,47年 に は一 挙 に5億4500万 ポ ン ド(21億8500万 ドル)に 拡 大 し

た37)。した が って,イ ギ リス に と って 重 要 な こ とは,ケ イ ンズ 自身 も意 図 しな

か った 「飢 餓 の 窮 地」 政 策 を 自 らに課 す こ とにあ った 。 イギ リス大 蔵 省 に よ る

「ケ イ ンズ 政 策 の 受 容 」 と,イ ギ リス 通 貨 当 局 の 「最 高 通 貨 症 候 群 」(Top

CurrencySyndrome>謝 との ミス マ ッチ ン グ も,ポ ン ドの 交換 性 とポ ン ド残 高

の処 理 に失 敗 した 大 きな 理 由 だ った の で あ る。

}
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